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竃法と人権

演路市人構教育㎜会
　　　　　北淡支鄭長坂感正和

　安告首帽が3選を果たし、いよいよ改憲

闘口が貝体的に働き出そうとしています。

紘たちは、関心を持ってこの動きを見守っ

ていく必更があります。では憲法とは何で

あり私たちの人権とどんな関わりがあるの

でしょうか。

　まず、慮法は単縄に君うなら「国家権力

に対して制隈を行い、国民の人権を採障す

る」ものです。日本国憲法は世界的にみて

も、高い水準で人権が傑障されていると言

われています。しかし、私たちは普段のく

らしの中でそのことを慮じることはあまり

あり玄せん。それは私たち日本人にとって

人繕が像障されることが当たり前になり、

それがない択鍛をイメージで虐にくいから

でしょう。けれど、紛争地罎や人権侵寳状

鐘にある国のことがテレビ等で報道される

のを見闘きする時、あらためて、当たり酋

だと思っている人権が録障されない社会は

極めて恐ろしい社会であることに気づかさ

れます。

　今、憲法に対していろいろな靴判が出て

きています。そのひとつに国民の権利や自

由が多く、畿務や責任とのバランスが墓い

という意見があります。しかし、憲怯のね

らいからすると権利や自由が多いのは当た

り前ではないでしょうか。また、国や郷土

を守る、和を尊び、家族・社会が功け合う

ということなども憲法に明記してはという

意見も出ています。家族や社会が助け合う

ことは、人権という視点からも大切なこと

だと思います。けれども、それは国家や政

府が憲法を通じて国民に強翻するべきこと

でないような気がします。

　社会がグローバル化し複雑になったた

め、私たちの周りにも新たな形のマイノリ

ティーの方々が増えてきています。憲法の

改正にあたっては様々な意見に耳を傾けな

がら、全ての人々の人権が守られ幸せにな

れるものにしていかなければなりません。

③

鶴画と協■のまちづくりコース

　　　　　　　　彰文化進回交流コース

　淡路市じんけん市民講座「参画と協働のまちづくりコース」

として、10月25日（木）には「特別養護老人ホーム　淡路

ふくろうの郷」へ、11月9日（金）には「特別養護老人ホー

ム　くにうみの里」の見学を行いました。どちらも特別養護

老人ホームなのですが、淡路ふくろうの郷は聴覚障害者の施

設を、くにうみの里は入所者を対象としたソフト事業を中心

に見学を行いました。

　また、多文化巡回交流コースでは10月23日（火）に、新

しく建てられた北淡公民館で長田ジャズミンさんを講師に招

き、ペルーの紹介や家庭料理教室を行いました。


